
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
大
気
汚
染
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
出
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
（
大
気
環
境
課
） 

一 

趣
旨 

 

工
業
標
準
化
法
の
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。 

二 

内
容 

 

工
業
標
準
化
法
の
改
正
に
伴
い
、
大
気
汚
染
防
止
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排

出
基
準
を
定
め
る
条
例
の
別
表
の
備
考
１
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改

め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 

令
和
元
年
七
月
一
日 


